
別紙

大型車両の通行の適正化に関する関係省令の整備に係る所要の通達改正について

（Ｈ２５道路法等の一部改正関連）

改正の概要

１． 法第４７条の３第４項に基づき道路管理者が国土交通大臣へ提供する許可基準

等は、車両の通行の許可の手続等を定める省令（昭和３６年建設省令第２８号）

において定める基準に適合する車両を審査するために必要な基準とすることと

し、道路の構造に関する情報は、道路情報便覧に収録するための情報及び５００

分の１の縮尺で作成された道路の平面図とし、これらの提供方法等について規定

します。

２． 繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する措置として、報告及び立入

検査を行うことを規定します。また、法第７２条の２第１項の規定に違反し、報

告をしない、もしくは虚偽の報告をした場合、あるいは、立入検査を拒み、もし

くは立入検査を妨げた場合は、告発の対象とすることを規定します。

３． 法第７２条の２第１項の規定に基づき報告及び立入検査を実施する場合につい

て、下の項目等を定めます。

・目的

・報告及び立入検査の対象者

・報告及び立入検査の実施者

・報告及び立入検査の実施方法

・報告及び立入検査の実施後の報告

・地方運輸局との連携 等

４．その他所要の改正を行います。
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